
幕
末
期
の
天
皇
で
あ
る
孝
明
天
皇
（
以
下
、
天
皇
）
は
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
の
末
に
崩
御
す
る
ま
で
、
一
貫
し
て
撰
夷
を
唱
え

続
け
る
。
ど
の
よ
う
な
撰
夷
論
で
あ
っ
た
の
か
と
は
別
と
し
て
、
何
故
天
皇
が
そ
れ
程
ま
で
意
固
地
に
撰
夷
を
公
言
し
た
の
か
。
責
任

論
か
ら
、
ま
た
開
国
論
を
執
る
太
閤
鷹
司
政
通
へ
の
反
抗
の
為
な
ど
、
こ
の
問
題
は
未
だ
は
っ
き
り
と
し
た
結
論
が
出
て
い
な
い
。
ま

ず
天
皇
の
撰
夷
論
が
研
究
さ
れ
る
際
に
は
、
主
と
し
て
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
の
通
商
条
約
締
結
問
題
か
ら
の
歴
史
が
対
象
と
な
っ

て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
幕
府
の
説
得
に
も
応
じ
ず
、
強
い
撰
夷
論
を
唱
え
、
且
つ
そ
の
天
皇
自
身
の
具
体
的
な
考

（
１
）

え
方
を
示
す
史
料
は
、
同
年
正
月
か
ら
登
場
す
る
か
ら
で
あ
る
。
対
し
て
、
そ
れ
以
前
に
四
カ
国
と
結
ば
れ
た
和
親
条
約
に
関
す
る
天

皇
の
考
え
を
表
す
史
料
は
非
常
に
少
な
く
、
研
究
対
象
に
も
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
何
よ
り
、
天
皇
は
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）

九
月
に
和
親
条
約
を
認
め
る
旨
の
発
言
を
し
て
い
る
。
こ
の
為
に
多
く
の
研
究
者
が
、
天
皇
は
和
親
条
約
を
承
認
し
た
と
理
解
し
て
い

る
の
が
現
状
で
あ
り
、
通
説
化
し
て
い
る
。
家
近
良
樹
氏
は
天
皇
は
「
三
国
と
の
和
親
条
約
の
締
結
に
は
鎖
国
体
制
を
変
え
る
も
の
で

（
２
）

は
な
い
と
い
う
点
で
納
得
し
、
「
安
心
」
し
た
の
で
あ
る
」
、
ま
た
「
和
親
条
約
は
た
ん
に
欧
米
諸
国
と
親
し
み
仲
良
く
す
る
こ
と
を

和
親
条
約
と
孝
明
天
皇

は
じ
め
に

小
池
祐
介
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誼
っ
た
だ
け
で
、
な
ん
ら
条
約
と
し
て
の
実
質
を
と
も
な
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
た
め
、
「
朝
廷
側
も
格
別
問
題
視
す
る
に
至
ら
」

（
３
）

な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
佐
々
木
克
氏
は
「
天
皇
・
朝
廷
は
米
・
英
・
露
三
国
と
和
親
条
約
を
結
ん
だ
こ
と
に
、
異
論
が
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
こ
の
条
約
は
「
国
体
」
の
変
更
、
す
な
わ
ち
鎖
国
体
制
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
理
解
だ
っ

（
４
）た

」
と
し
、
町
田
明
広
氏
は
「
条
約
締
結
の
旨
、
幕
府
か
ら
奏
上
さ
れ
た
際
、
孝
明
天
皇
は
そ
の
内
容
を
嘉
納
し
た
。
こ
れ
は
、
こ
の

（
５
）

撫
郎
政
策
が
一
時
的
な
策
略
で
あ
り
、
幕
府
の
尽
力
に
よ
っ
て
、
海
禁
制
度
は
維
持
さ
れ
た
も
の
と
の
認
識
か
ら
で
あ
っ
た
」
と
述
べ

右
の
よ
う
に
多
く
の
研
究
者
は
、
こ
れ
ま
で
続
く
国
体
（
鎖
国
体
制
）
を
汚
す
も
の
、
変
化
で
も
な
く
、
た
だ
和
親
を
調
っ
た
条
約

で
あ
る
か
ら
納
得
し
た
と
い
う
結
論
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
通
説
へ
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
研
究
者
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す

る
。
藤
田
覚
氏
と
青
山
忠
正
氏
の
両
名
で
あ
る
。
藤
田
氏
は
安
政
二
年
九
月
の
（
天
皇
の
）
回
答
に
は
ふ
れ
な
い
が
、
嘉
永
七
年

（
一
八
五
四
）
四
月
二
十
九
日
に
幕
府
が
ア
メ
リ
カ
と
の
和
親
条
約
締
結
の
旨
を
奏
聞
し
た
際
の
天
皇
の
対
応
に
ふ
れ
て
い
る
。
具
体

的
に
は
「
幕
末
の
天
皇
」
の
中
で
、
「
朝
廷
内
で
ど
の
よ
う
な
議
論
が
あ
っ
た
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
が
、
当
時
「
議
奏
の
東
坊
城

聡
長
は
、
日
記
に
、
幕
府
の
措
置
に
対
し
て
諸
国
の
武
家
が
納
得
し
て
い
な
い
と
い
う
風
聞
を
記
し
た
の
ち
、
自
身
も
納
得
で
き
な
い

と
か
い
て
い
る
」
こ
と
を
根
拠
に
、
「
お
そ
ら
く
、
関
白
鷹
司
政
通
の
主
張
で
幕
府
の
措
置
を
承
認
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
の
だ
ろ
う

（
６
）

が
、
朝
廷
内
に
は
不
満
、
批
判
が
く
す
ぶ
っ
て
い
た
」
と
述
べ
る
。
ま
た
「
天
皇
の
歴
史
○
六
江
戸
時
代
の
天
皇
」
の
中
で
、
「
後

の
日
米
修
好
通
商
条
約
の
時
と
は
違
っ
て
、
事
後
報
告
だ
っ
た
。
朝
廷
は
、
国
防
態
勢
が
不
備
で
は
条
約
調
印
も
や
む
を
得
な
い
と
同

意
し
、
幕
府
の
措
置
を
了
承
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
朝
廷
は
幕
府
へ
、
こ
の
ま
ま
推
移
す
る
と
国
家
は
疲
弊
し
将
来
が
不
安
だ
と
い

（
７
）

う
天
皇
の
憂
慮
を
伝
え
、
「
神
州
の
暇
瞳
」
な
き
よ
う
に
と
申
し
入
れ
た
」
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
大
部
分
が
関
白
の
意
見
表
明
に
過
ぎ

ず
、
そ
の
根
拠
と
し
て
議
奏
と
い
う
武
家
伝
奏
よ
り
も
天
皇
と
の
関
わ
り
合
い
が
深
い
存
在
の
不
満
を
挙
げ
て
い
る
。

て
い
る
。
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和親条約と孝明天皇

一
方
、
青
山
氏
は
「
日
本
近
世
の
歴
史
六
明
治
維
新
」
の
中
で
、
関
白
は
「
和
親
条
約
調
印
は
問
題
な
く
承
認
さ
れ
た
こ
と
を

伝
」
え
、
「
国
体
は
損
な
わ
れ
て
い
な
い
、
と
見
て
い
る
」
と
し
た
上
で
、
「
た
だ
し
、
孝
明
天
皇
（
天
子
統
仁
）
が
個
人
と
し
て
、
本

心
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
統
仁
本
人
の
考
え
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
」
と
述
べ
る
。

そ
の
根
拠
と
し
て
大
納
言
中
山
忠
能
が
嘉
永
七
年
五
月
に
条
約
に
対
し
て
「
異
国
船
の
寄
港
だ
け
で
な
く
、
夷
人
の
下
田
へ
の
上
陸
と

俳
個
ま
で
を
許
す
の
は
、
中
山
か
ら
見
れ
ば
「
国
辱
の
甚
だ
し
き
」
も
の
」
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
も
と
に
、
「
の
ち
文
久
二

年
（
一
八
六
二
）
に
な
る
と
、
議
奏
中
山
は
天
皇
の
意
を
受
け
、
率
先
し
て
撰
夷
を
唱
え
る
ほ
ど
だ
か
ら
、
天
皇
も
、
安
政
二
年
当
時

（
８
）

か
ら
、
こ
の
よ
う
な
感
想
を
持
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
青
山
氏
も
藤
田
氏
と
同
様
に
、
天
皇
は
「
公
式
的

（
９
）

に
は
、
和
親
条
約
調
印
」
を
「
承
認
」
し
た
が
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
形
で
あ
り
関
白
と
い
う
朝
廷
政
治
を
任
さ
れ
た
者
の
意
志
表
明
で

あ
り
、
天
皇
の
本
心
と
は
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

私
自
身
、
藤
田
氏
、
青
山
氏
と
同
様
に
通
説
に
対
す
る
疑
問
が
生
じ
た
為
、
和
親
条
約
へ
の
天
皇
の
気
持
ち
、
考
え
を
本
稿
に
て
論

述
す
る
こ
と
に
す
る
。

幕
府
は
ア
メ
リ
カ
と
嘉
永
七
年
三
月
三
日
、
イ
ギ
リ
ス
と
同
年
八
月
二
十
三
日
、
ロ
シ
ア
と
同
年
（
十
一
月
二
十
七
日
、
改
元
に
よ

り
安
政
元
年
）
十
二
月
二
十
一
日
に
和
親
条
約
を
結
ぶ
に
至
る
。
幕
府
は
三
国
と
の
条
約
に
つ
い
て
、
安
政
二
年
八
月
末
、
「
書
状
ニ

テ
ハ
難
尽
意
味
」
も
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
元
々
（
条
約
締
結
当
時
）
下
田
奉
行
で
「
異
国
之
事
情
ヲ
モ
相
弁
」
え
て
い
る
（
禁

裏
）
附
武
士
の
都
筑
峯
重
を
新
任
と
し
て
上
京
さ
せ
、
京
都
所
司
代
の
脇
坂
安
宅
と
共
に
朝
廷
側
と
会
合
し
「
叡
聞
」
を
達
す
る
よ
う

一
天
皇
の
和
親
条
約
「
承
認
」
論
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（
肋
）

命
を
下
し
た
。
実
際
に
翌
月
十
八
日
、
脇
坂
、
都
筑
の
両
人
は
参
内
し
、
朝
廷
側
の
代
表
と
異
国
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
を
行
う
。
朝

廷
代
表
と
し
て
対
応
に
当
っ
た
の
は
、
当
時
関
白
で
あ
っ
た
鷹
司
政
通
、
武
家
伝
奏
両
名
（
三
条
実
万
・
東
坊
城
聡
長
）
、
議
奏
二
名

（
広
橋
光
政
・
万
里
小
路
正
房
）
の
五
名
で
あ
っ
た
。
そ
の
日
は
条
約
締
結
に
つ
い
て
都
筑
に
よ
る
演
説
が
行
わ
れ
、
関
白
か
ら
の
質

問
、
都
筑
に
よ
る
返
答
が
繰
り
返
さ
れ
た
結
果
、
「
委
細
被
致
承
知
是
迄
応
接
之
次
第
井
三
国
ト
ノ
条
約
無
御
拠
訳
柄
其
外
異
国
之
事

（
ｕ
）

情
等
実
事
分
明
二
相
訳
リ
被
致
安
心
」
た
、
そ
の
旨
が
返
答
さ
れ
る
。
同
日
の
回
答
は
奏
聞
と
ま
で
は
い
か
ず
、
あ
く
ま
で
も
関
白
個

人
の
考
え
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
四
日
後
の
二
十
二
日
、
脇
坂
、
都
筑
の
両
人
は
正
式
な
返
答
を
（
武
家
伝
奏
侍
座
の
中
）
関
白
か
ら
言

い
渡
さ
れ
る
。
そ
の
返
答
は
、
「
三
ヶ
国
ヘ
ノ
条
約
書
写
持
参
演
舌
之
趣
井
都
筑
駿
河
守
直
話
之
次
第
等
委
細
被
及
奏
聞
条
約
書
写
モ

（
吃
）

被
入
叡
覧
候
処
段
々
之
御
処
置
振
具
サ
ニ
聞
食
殊
外
叡
感
被
為
在
先
以
御
安
心
被
遊
候
」
と
い
う
天
皇
の
条
約
に
対
す
る
気
持
ち
が
分

（
蝿
）

か
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
不
容
易
事
状
追
々
居
合
候
段
千
万
御
苦
労
」
と
感
謝
の
意
も
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
天
皇
は
三
国
と
の

和
親
条
約
は
許
す
旨
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
史
料
が
も
と
で
前
述
し
た
よ
う
に
天
皇
の
条
約
承
認
の
旨
は
、
研
究
者
の
中
で
通
説
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
心

の
底
か
ら
天
皇
が
安
心
し
た
と
は
考
え
な
い
。
具
体
的
に
は
、
三
国
と
の
和
親
条
約
締
結
了
解
は
、
あ
く
ま
で
一
応
の
了
解
で
あ
っ
た

と
考
え
て
い
る
。
以
下
考
察
を
展
開
し
た
い
。
論
点
と
し
て
は
「
は
じ
め
に
」
の
中
で
述
べ
た
藤
田
氏
、
青
山
氏
が
疑
問
視
し
た
も
の

と
同
様
で
、
関
白
の
意
見
が
多
く
含
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
当
時
の
勅
諭
書
に
、
ど
れ
だ
け
の
天
皇
の
率
直
な
考
え
が
反
映
さ
れ
た
か

と
い
う
点
で
あ
る
。
幕
末
の
朝
廷
内
で
は
三
公
（
左
大
臣
・
右
大
臣
・
内
大
臣
）
と
い
う
位
階
が
高
い
者
で
も
、
政
治
に
参
画
す
る
こ

と
は
出
来
ず
、
関
白
（
摂
政
）
が
政
治
を
執
っ
て
い
た
。
加
え
て
幕
府
と
の
や
り
取
り
を
担
当
す
る
武
家
伝
奏
と
、
天
皇
の
側
近
と
し

て
朝
廷
内
を
総
括
し
た
議
奏
の
両
役
と
が
関
白
と
共
に
朝
議
を
催
し
、
政
治
を
執
り
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
時
期
、
異
国
に

関
し
て
幕
府
（
所
司
代
）
か
ら
（
奏
請
等
）
要
求
が
き
た
場
合
、
所
司
代
、
武
家
伝
奏
、
関
白
の
順
に
伝
わ
り
、
議
奏
を
通
じ
て
天
皇
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に
叡
覧
さ
れ
、
叡
慮
を
ふ
ま
え
て
御
前
会
議
に
て
関
白
、
武
家
伝
奏
、
議
奏
が
話
し
合
い
（
朝
議
）
、
そ
の
際
に
天
皇
に
叡
覧
さ
れ
、

意
見
が
ま
と
め
ら
れ
、
禁
裏
・
朝
廷
の
方
針
が
決
定
し
、
関
白
な
い
し
武
家
伝
奏
か
ら
所
司
代
へ
と
奏
上
に
対
す
る
返
答
が
行
わ
れ

（
Ｎ
）る

。
問
題
は
天
皇
の
言
葉
は
、
関
白
な
い
し
武
家
伝
奏
か
ら
し
か
武
家
に
伝
わ
ら
な
い
と
い
う
点
と
、
摂
関
制
の
も
と
お
飾
り
と
化
し

て
き
た
天
皇
の
言
葉
が
、
如
何
程
聞
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

関
白
鷹
司
政
通
は
天
皇
の
摂
政
を
も
務
め
、
前
代
の
仁
孝
天
皇
（
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
～
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
）
時
か

ら
約
三
十
年
間
も
関
白
職
を
務
め
た
、
異
例
の
長
期
政
権
、
経
験
豊
富
な
人
物
で
あ
っ
た
。
皇
位
に
就
い
た
ば
か
り
の
若
き
天
皇
（
嘉

永
六
年
時
点
で
二
十
二
歳
）
が
、
経
験
豊
富
な
関
白
（
嘉
永
六
年
時
点
で
六
十
六
歳
）
に
は
逆
ら
え
な
い
状
況
が
存
在
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
安
政
五
年
の
通
商
条
約
締
結
の
問
題
が
生
じ
て
か
ら
は
、
天
皇
は
条
約
を
認
め
な
い
立
場
か
ら
、
幕
府
寄
り
で
開
国
論

（
条
約
許
可
）
を
提
言
し
て
い
た
購
司
（
安
政
三
年
十
二
月
九
日
よ
り
太
閤
と
称
す
）
と
の
対
立
が
浮
き
彫
り
と
な
る
。
そ
の
際
「
是

（
応
）

迄
之
相
談
事
同
様
二
予
一
言
二
太
閤
多
言
ニ
テ
申
切
二
成
」
り
と
述
べ
、
「
是
迄
」
に
至
る
力
の
上
下
関
係
が
理
解
出
来
る
。
ま
た
同

年
左
大
臣
近
衛
忠
煕
へ
の
内
意
で
「
鷹
司
一
家
之
沙
汰
ニ
ハ
御
ナ
ッ
ミ
」
事
な
く
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
、
ま
た
「
尊
公
モ
私
之
味
方
二

（
肥
）

御
成
被
遊
被
下
候
」
と
鷹
司
と
の
対
立
と
共
に
、
自
分
側
に
つ
い
て
く
れ
る
よ
う
頼
み
、
力
と
発
言
力
の
な
さ
を
補
お
う
と
し
て
い

（
Ⅳ
）

（
肥
）

る
。
加
え
て
「
太
閤
辺
計
ニ
テ
済
候
」
事
と
い
う
よ
う
に
、
勅
の
案
文
を
関
白
が
作
る
こ
と
は
、
異
例
の
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
為
天

（
四
）

皇
は
「
虚
端
ナ
返
答
振
」
り
に
成
っ
て
は
「
実
々
一
大
事
」
で
あ
る
と
い
う
発
言
も
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
鷹
司
の

前
で
は
、
も
の
い
え
ぬ
天
皇
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
極
端
な
異
勅
で
な
い
限
り
は
、
公
武
の
間
柄
の
重
要
性
も
考
え
、
一
応
の
了
解
を

出
し
て
し
ま
い
兼
ね
な
い
環
境
で
朝
廷
は
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
天
皇
の
真
意
を
示
す
三
点
の
史
料
を
挙
げ
た
い
。
一
点
目
の
史
料
は
、
和
宮
降
嫁
の
問
題
が
表
面
化
す
る
万
延
元
年

（
一
八
六
○
）
六
月
（
二
十
日
）
に
出
さ
れ
る
勅
諭
書
で
あ
る
。
同
史
料
は
、
同
年
三
月
三
日
に
大
老
井
伊
直
弼
が
桜
田
門
外
で
襲
撃
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之
通
り
関
東
二
も
処
置
有
之
候
ハ
、
尤
兎
ャ
角
ナ
ク
速
二
和
宮
も
精
々
申
諭
シ
（
後
略
）

右
の
史
料
か
ら
は
、
「
嘉
永
初
年
頃
之
通
」
Ⅱ
和
親
条
約
以
前
の
体
制
（
和
親
条
約
と
し
て
は
じ
め
に
結
ば
れ
た
ア
メ
リ
カ
と
の
条

（
劃
）

約
で
さ
え
嘉
永
末
年
の
条
約
）
、
つ
ま
り
「
東
照
宮
已
来
之
良
法
」
と
称
す
る
初
代
将
軍
徳
川
家
康
以
来
の
鎖
国
体
制
（
Ⅱ
海
禁
制
度

で
あ
り
、
本
来
は
三
代
家
光
か
ら
の
政
策
）
へ
の
復
帰
を
支
持
し
、
願
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

二
点
目
の
史
料
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、
「
政
要
雑
記
案
」
と
題
さ
れ
た
書
付
で
あ
る
。
こ
れ
は
武
家
伝
奏
三
条
実
万
が
作
成
し
た
勅

案
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
左
に
挙
げ
る
の
で
確
認
し
た
い
。

去
夏
以
来
異
国
船
渡
来
不
容
易
次
第
之
趣
先
達
テ
達
叡
聞
此
後
渡
来
之
節
之
儀
深
御
心
配
被
遊
候
イ
ッ
レ
ニ
モ
御
取
扱
振
御
治
定

騒
擾
イ
ッ
レ
ニ
モ
深
被
悩
叡
盧
候
且
当
時
無
事
二
候
共
後
世
之
禍
ニ
相
成
候
テ
ハ
是
亦
実
二
不
安
儀
ニ
テ
彼
是
旦
暮
不
被
安
震
衷

候
御
治
定
之
上
ハ
可
被
仰
進
候
得
共
若
粗
御
見
込
之
程
モ
被
為
附
候
者
御
差
支
二
不
相
成
筋
ハ
内
々
叡
聞
ニ
モ
相
成
候
者
御
安
心

（
望
）

ニ
モ
可
被
思
召
候
間
此
度
参
向
二
付
当
地
此
節
之
御
模
様
内
々
御
問
合
申
入
候
様
関
白
殿
御
内
命
候
（
後
略
）

右
の
史
料
に
は
天
皇
の
思
想
・
国
体
観
念
が
は
っ
き
り
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
日
本
に
は
既
に
暇
逓
が
存
在
し
、
現
在
は
通
商
も
乱

暴
も
な
く
平
和
で
あ
る
が
、
後
世
如
何
様
に
な
る
の
か
不
安
で
あ
る
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
天
皇
は
異
国
の
渡
来
に
よ
り
日
本
が
容
易
な

ら
な
い
状
況
下
に
あ
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
国
体
が
汚
さ
れ
、
十
分
暇
が
出
来
た
（
恥
に
な
っ
た
）
と
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
れ
死
亡
し
た
以
後
、
幕
府
は
朝
廷
と
接
近
し
て
低
下
し
た
権
威
の
向
上
を
試
み
る
が
、
そ
の
公
武
合
体
政
策
に
関
連
し
た
も
の
で
あ

る
。
天
皇
は
岩
倉
具
視
の
助
言
を
受
け
て
、
幕
府
が
要
求
す
る
皇
女
和
宮
の
降
嫁
並
び
徳
川
家
と
の
婚
姻
を
実
現
さ
せ
る
代
わ
り
に
、

近
い
将
来
に
撰
夷
の
実
現
を
公
約
さ
せ
る
。
そ
の
際
天
皇
は
、
幕
府
に
左
の
希
望
を
述
べ
る
。

之
上
被
仰
進
可
有
之
旨
是
亦
被
聞
食
彼
是
御
詮
議
之
御
事
二
可
被
在
思
食
候
其
中
被
仰
進
ニ
ハ
無
之
候
得
共
神
州
之
暇
瑳
人
民
之

先
帝
之
皇
女
ヲ
夷
人
俳
個
之
土
地
へ
縁
組
候
而
ハ
実
以
恐
入
候
夫
故
六
ヶ
敷
事
ナ
カ
ラ
蛮
夷
拒
絶
二
相
成
せ
め
て
ハ
嘉
永
初
年
頃

へ

釦
一
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大
変
重
要
な
史
料
で
は
あ
る
が
、
残
念
な
こ
と
に
日
付
が
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
内
容
か
ら
い
つ
頃
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
の
か
は
推
定
出
来
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
去
る
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
七
月
二
十
二
日
、
脇
坂
所
司
代
と
武
家
伝
奏
両
名
と
の

面
会
が
行
わ
れ
、
同
役
の
坊
城
俊
明
か
ら
、
異
国
船
「
此
後
渡
来
之
節
如
何
之
取
扱
二
相
成
哉
寛
猛
之
間
内
々
可
被
聞
食
」
旨
が
、
所

（
型
）

司
代
へ
伝
え
ら
れ
る
。
所
司
代
は
承
知
し
、
関
東
に
か
け
合
っ
た
結
果
、
翌
月
十
三
日
に
「
此
後
渡
来
之
節
御
取
扱
振
御
内
々
被
聞
召

（
湖
）

度
由
御
沙
汰
有
之
候
間
被
仰
聞
候
趣
関
東
江
相
達
候
処
御
治
定
之
上
追
而
被
仰
進
」
る
旨
が
約
束
さ
れ
る
。
実
際
に
幕
府
側
は
約
三
ヶ

月
後
の
十
一
月
七
日
、
「
弥
来
年
致
渡
来
候
得
共
御
聞
届
之
有
無
は
不
申
聞
可
成
丈
此
方
ヨ
リ
ハ
平
穏
二
取
計
可
申
候
得
共
彼
ヨ
リ
及

乱
妨
候
儀
有
之
間
敷
共
難
申
其
節
二
至
不
覚
悟
有
之
候
而
は
御
国
辱
二
も
相
成
候
義
二
付
防
禦
筋
実
用
之
御
備
精
々
心
掛
面
々
忠
憤
ヲ

忍
ひ
義
勇
ヲ
畜
え
彼
之
動
静
ヲ
致
熟
察
万
一
彼
ョ
リ
兵
端
ヲ
相
開
き
候
ハ
、
一
同
奮
発
毫
髪
も
御
国
体
ヲ
不
汚
様
上
下
挙
テ
心
力
ヲ
尽

（
蚤
）

シ
忠
勤
可
相
励
」
と
い
っ
た
異
国
に
対
す
る
具
体
策
が
公
言
さ
れ
る
。
以
上
の
史
実
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
二
点
目
の
史
料
を
見
て
い
く

と
、
ま
ず
「
去
夏
以
来
異
国
船
渡
来
」
、
つ
ま
り
ペ
リ
ー
来
航
の
嘉
永
六
年
六
月
三
日
を
示
し
、
「
不
容
易
次
第
之
趣
先
達
テ
達
叡
聞
此

後
渡
来
之
節
之
儀
深
御
心
配
」
と
は
、
ペ
リ
ー
の
後
に
渡
来
し
た
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
は
ロ
シ
ア
使
節
来
航
の
こ
と
を
示
す
の
で
、
来
航
し

た
同
年
七
月
十
八
日
以
後
に
書
か
れ
た
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
今
後
の
異
国
来
航
時
の
「
御
取
扱
振
御
治
定
之
上
被
仰
進
可
有
之
旨
是

亦
被
聞
食
」
た
の
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
同
年
八
月
十
三
日
な
の
で
同
日
以
後
と
な
り
、
加
え
て
「
彼
是
御
詮
議
之
御
事
二
可
被
在
思

食
候
」
と
い
う
文
句
か
ら
、
未
だ
取
扱
振
り
の
方
針
が
奏
上
さ
れ
て
い
な
い
時
期
に
当
た
る
の
で
、
同
年
十
一
月
七
日
以
前
に
書
か
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
此
度
参
向
二
付
当
地
此
節
之
御
模
様
内
々
御
問
合
申
入
候
様
関
白
殿
御
内
命
候
」
と
は
、
嘉
永
六
年
十
一

月
末
（
二
十
七
、
八
日
）
に
武
家
伝
奏
両
名
が
下
向
し
、
十
三
代
将
軍
と
し
て
徳
川
家
祥
（
家
定
）
を
征
夷
大
将
軍
並
び
に
内
大
臣
に

叙
す
る
旨
を
伝
え
た
事
を
指
す
の
で
、
嘉
永
六
年
の
史
料
で
あ
る
こ
と
が
確
実
と
な
る
。
つ
ま
り
二
点
目
の
史
料
は
、
嘉
永
六
年
八
月

十
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
七
日
の
間
に
書
か
れ
た
も
の
と
推
定
出
来
る
。
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白
の
九
条
尚
忠
は
、
天
皇
が
「
当
御
代
に
至
り
古
来
未
曾
有
之
和
親
被
相
始
候
儀
は
実
に
神
国
の
御
恥
辱
御
暇
琿
（
中
略
）
皇
太
神
宮

武
帝
已
来
御
先
代
へ
被
奉
対
何
と
も
被
仰
訳
方
無
之
儀
と
思
召
昼
夜
御
愁
歎
之
御
儀
」
と
思
い
悩
ん
で
い
る
こ
と
が
、
「
臣
下
之
輩
不

（
”
）

堪
恐
擢
」
状
況
に
あ
る
と
幕
府
側
に
伝
え
て
い
る
。
通
商
条
約
締
結
問
題
の
最
中
で
は
あ
る
が
、
天
皇
は
和
親
条
約
が
結
ば
れ
た
時
、

既
に
国
体
に
暇
が
生
じ
た
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
他
に
は
同
年
正
月
、
大
納
言
中
山
忠
能
が
「
去
嘉
永
年
間
の
条
約
す
ら
十

（
記
）

分
の
宥
許
に
て
当
然
の
儀
に
も
無
之
歎
」
と
述
べ
、
和
親
は
天
皇
が
十
分
に
了
解
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
公
言
し
て
い
る
。
更
に

決
定
的
な
史
料
と
し
て
、
和
親
条
約
締
結
問
題
当
時
は
武
家
伝
奏
で
あ
っ
た
三
条
実
万
の
書
付
を
挙
げ
た
い
。
三
条
は
天
皇
が
「
嘉
永

（
鋤
）

年
中
浦
賀
江
渡
来
以
後
深
被
悩
叡
慮
候
」
と
し
た
上
で
、
安
政
五
年
に
「
主
上
ｌ
元
来
和
親
之
儀
ハ
御
好
不
被
遊
儀
ナ
カ
ラ
当
時
御
備

（
釦
）

向
不
相
整
二
付
無
余
儀
次
第
卜
被
聞
食
下
田
條
約
迄
之
処
ハ
不
得
止
」
と
述
べ
、
あ
く
ま
で
も
和
親
条
約
の
了
解
は
、
仕
方
が
な
か
っ

た
上
で
の
判
断
で
あ
り
、
真
実
の
意
は
和
親
を
好
ま
な
い
と
の
考
え
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
末
に

最
後
に
三
点
目
の
史
料
は
、
嘉
永
七
年
閏
七
月
に
出
さ
れ
た
勅
諭
書
で
あ
る
。
加
え
て
こ
の
勅
諭
書
は
、
同
年
四
月
二
十
九
日
に
幕

府
か
ら
ア
メ
リ
カ
と
の
和
親
条
約
締
結
の
報
告
が
届
い
て
お
り
、
そ
の
旨
が
叡
聞
さ
れ
た
上
で
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
天
皇

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

通
異
類
凱
観
之
模
様
有
之
儀
ハ
誠
二
神
国
之
議
害
二
候
ヘ
ハ
近
来
災
異
不
軽
茂
自
然
誼
告
之
儀
哉
与
深
御
慎
被
遊
（
後
略
）

右
の
史
料
で
は
、
ペ
リ
ー
の
示
威
的
な
行
動
を
背
景
と
す
る
神
国
に
そ
ぐ
わ
な
い
無
茶
な
交
渉
は
、
そ
れ
自
体
で
神
国
を
「
鐡
害
」

（
Ⅱ
神
国
を
そ
こ
な
い
、
害
す
る
）
す
る
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
天
皇
は
国
体
が
害
さ
れ
た
と
、
は
っ
き
り
述
べ
て
い
た
の

で
あ
る
。
以
上
三
点
の
史
料
は
、
天
皇
の
真
意
で
あ
る
と
考
え
る
。

更
に
嘉
永
年
間
以
外
の
も
の
に
は
な
る
が
、
幾
つ
か
の
公
卿
関
連
の
史
料
を
も
と
に
天
皇
の
意
を
実
証
し
て
い
く
。
安
政
五
年
に
関

先
達
テ
渡
来
ノ
亜
墨
利
加
退
帆
候
処
右
滞
舶
中
彼
是
自
侭
之
所
業
等
有
之
且
品
々
御
制
度
二
振
候
事
共
申
立
候
趣
（
中
略
）
右
之

（
中
略
）

（
鰯
）
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（
劃
）

は
、
「
表
向
被
仰
出
書
取
ハ
大
綱
之
事
」
で
あ
り
、
「
御
見
込
ハ
元
来
醜
虜
与
和
親
儀
御
好
不
被
為
在
候
」
と
、
あ
く
ま
で
も
和
親
条
約

に
は
反
対
で
あ
る
（
建
前
と
本
音
と
が
存
在
し
た
）
旨
を
述
べ
る
。
更
に
翌
年
は
じ
め
、
天
皇
は
「
追
々
申
立
随
上
差
許
有
之
候
然
ル

（
錘
）

処
唯
今
二
至
り
又
下
田
条
約
異
変
申
立
誠
二
随
意
自
在
不
堪
憤
憩
次
第
ヲ
モ
被
相
忍
寛
裕
之
取
扱
二
候
」
と
述
べ
、
「
ヲ
モ
」
と
あ
る

よ
う
に
通
商
条
約
は
勿
論
で
あ
る
が
、
下
田
条
約
（
後
述
す
る
が
和
親
条
約
と
同
義
）
も
怒
り
や
不
満
を
抑
え
て
の
対
応
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。

（
郷
）

天
皇
が
条
約
を
了
解
し
た
意
図
は
、
「
方
今
水
陸
軍
事
全
備
無
之
上
ハ
不
被
得
止
儀
卜
被
思
召
候
」
と
い
う
よ
う
に
、
大
政
委
任
の

（
劉
一
｛
蝿
〉

面
か
ら
頼
り
の
幕
府
が
「
御
備
向
等
未
御
厳
整
ニ
モ
無
之
」
と
し
、
戦
に
よ
る
国
家
の
危
機
を
訴
え
た
為
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
無
御
拠

（
郷
）

訳
柄
」
と
い
う
事
情
説
明
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
に
一
応
の
了
解
で
あ
り
、
真
実
の
意
で
は
な
い
と
考
え
る
。
ま
た
そ
う
い
う

幕
府
と
錐
も
公
武
の
間
柄
は
大
切
で
、
な
る
べ
く
関
係
性
を
穏
便
に
済
ま
し
た
い
と
い
う
感
情
が
あ
る
。
事
実
脇
坂
所
司
代
は
嘉
永
六

（
訂
一

年
七
月
十
三
日
、
「
浦
賀
表
請
取
候
儀
者
全
ク
ー
時
之
権
道
」
と
朝
廷
側
に
伝
え
、
安
政
二
年
十
二
月
二
十
二
日
に
は
関
白
に
、
和
親

（
郷
）

は
「
臨
機
の
御
所
置
」
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
。
つ
ま
り
将
来
の
鎖
国
へ
の
復
帰
が
望
め
る
道
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
天
皇
は
一
応

の
了
解
を
下
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
頃
の
天
皇
は
ま
だ
公
武
の
間
柄
を
気
に
し
、
あ
ま
り
強
い
発
言
は
出
来
な
い
で
い
た
の
で
あ

る
。
加
え
て
上
記
し
た
よ
う
に
、
隠
司
の
前
に
自
由
が
利
か
な
い
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
表
面
で
は
幕
府
を
賞

し
な
が
ら
も
、
三
国
と
の
和
親
条
約
を
安
心
と
述
べ
た
こ
と
は
真
実
の
意
で
は
な
い
と
考
え
る
。

前
途
の
よ
う
に
天
皇
自
身
の
考
え
が
は
っ
き
り
と
史
料
の
中
に
登
場
し
、
積
極
的
な
嬢
夷
論
を
展
開
、
行
動
を
見
せ
る
の
は
安
政
五

二
天
皇
の
下
田
条
約
「
引
き
戻
し
」
論
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こ
の
史
料
は
天
皇
が
初
め
て
嬢
夷
論
の
具
体
策
を
掲
げ
、
明
確
化
さ
れ
た
点
で
重
要
な
も
の
と
い
え
る
。
注
目
し
た
い
の
は
二
カ
条

目
の
「
下
田
商
館
条
約
へ
立
戻
り
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
研
究
者
の
中
で
は
、
天
皇
の
撰
夷
論
は
戦
争
論
で
は
な
く
、
条
約
引
き

（
杣
）

戻
し
論
で
あ
り
、
国
体
を
維
持
・
保
持
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
条
約
引
き
戻
し

と
は
、
「
下
田
商
館
条
約
」
へ
の
引
き
戻
し
の
意
味
で
あ
り
、
幕
府
が
安
政
五
年
に
ア
メ
リ
カ
と
結
ぶ
こ
と
を
約
束
し
、
あ
と
は
勅
許

を
得
る
だ
け
と
な
っ
た
通
商
条
約
（
当
時
「
假
条
約
」
と
表
現
さ
れ
る
）
締
結
問
題
の
際
か
ら
天
皇
が
公
言
し
出
す
考
え
方
で
あ
る
。

（
蛇
）
｛
栂
）

「
下
田
商
館
条
約
」
は
他
に
、
「
下
田
条
約
」
や
「
下
田
開
港
之
条
約
」
と
表
わ
さ
れ
、
『
三
条
実
万
手
録
」
に
「
下
田
ニ
テ
条
約
取
交

（
“
）

候
後
都
筑
駿
河
守
上
京
之
胸
其
節
之
事
情
申
来
」
る
と
あ
る
よ
う
に
、
日
米
和
親
条
約
を
意
味
す
る
。
正
し
く
は
ペ
リ
ー
が
横
浜
に
お

い
て
日
米
和
親
条
約
を
結
ん
だ
後
、
す
ぐ
に
（
嘉
永
七
年
五
月
二
十
二
日
）
下
田
で
結
ん
だ
下
田
追
加
条
約
を
指
す
。
最
初
の
開
港
場

に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
日
米
和
親
条
約
の
付
録
条
約
な
の
で
、
二
つ
合
わ
せ
て
日
米
和
親
条
約
と
い
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
条

約
引
き
戻
し
と
は
、
下
田
で
結
ば
れ
た
日
米
和
親
条
約
に
引
き
戻
せ
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
来
許

容
し
た
く
は
な
い
は
ず
の
日
米
和
親
条
約
に
戻
せ
と
天
皇
が
公
言
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
私
が
論
じ
て
き
た
天
皇
の
真
実
の
意
と

年
正
月
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
頼
り
に
し
て
い
た
鷹
司
政
通
と
意
見
を
異
に
し
て
対
立
す
る
史
料
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
同
月

か
ら
二
月
に
か
け
て
で
あ
る
。
そ
し
て
同
年
三
月
十
六
日
、
「
小
御
所
」
に
て
「
殿
下
」
（
関
白
九
条
尚
忠
）
「
左
府
以
下
議
奏
伝
奏

｛
卿
）

皆
々
」
に
内
々
に
示
さ
れ
た
「
勅
文
」
「
勅
語
」
に
は
、
左
の
よ
う
な
趣
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

一
奉
神
宮
始
御
代
々
二
被
為
対
候
テ
ハ
被
恐
入
候
事

一
下
田
商
館
条
約
へ
立
戻
り
候
様
被
遊
度
事

一
此
方
ョ
リ
戦
争
致
掛
候
事
ハ
被
禁
候
方
之
事
乍
然
向
ヨ
リ
兵
端
ヲ
起
シ
候
節
ハ
被
遊
方
無
之
思
召
不
被
為
在
候
ト
申
御
趣
意

（
判
）

（
後
略
）
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和親条約と孝明天皇

果
た
し
て
天
皇
の
真
実
の
意
は
和
親
条
約
承
認
、
不
承
認
の
ど
ち
ら
に
あ
る
の
か
。
同
年
三
月
二
十
四
日
、
未
だ
幕
府
と
の
通
商
条

約
締
結
問
題
が
続
い
て
お
り
、
再
度
条
約
勅
許
を
求
め
ら
れ
た
際
に
天
皇
は
、
条
約
を
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
上
で
左
の
よ
う
な
勅
語

を
示
す
。

は
異
な
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

右
の
史
料
か
ら
は
下
田
開
港
条
約
は
許
容
出
来
な
く
、
こ
の
条
約
で
は
国
威
が
立
ち
づ
ら
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
今
回
の
通
商
条

約
締
結
で
は
特
に
国
体
に
拘
る
の
で
、
再
度
衆
議
を
尽
し
て
対
策
を
練
る
よ
う
に
と
い
う
天
皇
の
意
が
受
け
取
れ
る
。
通
商
条
約
は
勅

許
し
な
い
と
い
う
意
志
表
明
で
あ
る
と
共
に
、
下
田
開
港
条
約
Ⅱ
日
米
和
親
条
約
は
本
来
許
容
出
来
な
い
も
の
で
、
更
に
国
の
威
厳
が

立
た
な
い
、
つ
ま
り
鎖
国
体
制
は
解
体
し
、
国
体
が
維
持
出
来
な
い
条
約
で
あ
っ
た
と
公
言
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
天
皇
は
こ
れ

ま
で
の
体
制
（
鎖
国
）
が
日
米
和
親
条
約
で
崩
れ
去
っ
た
と
物
語
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
同
日
付
の
他
史
料
に
は
、
「
自
東
使

（
締
）

下
田
開
港
条
約
不
容
易
与
御
座
候
時
者
衆
議
之
訳
合
紛
敷
相
聞
エ
不
申
哉
衆
議
之
ヶ
条
兼
而
承
知
致
シ
度
」
と
幕
府
か
ら
提
言
さ
れ
た

旨
が
載
る
。
つ
ま
り
こ
の
史
料
か
ら
は
、
（
こ
れ
よ
り
以
前
に
下
田
条
約
は
許
可
し
て
い
る
の
に
）
下
田
条
約
を
容
易
な
ら
ず
と
い
っ

て
は
、
諸
大
名
等
が
衆
議
す
る
際
に
動
揺
が
生
ま
れ
る
と
幕
府
か
ら
注
意
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
加
え
て
始
め
か
ら
天
皇
は
「
下
田

条
約
」
は
承
知
と
い
う
こ
と
に
し
ま
す
の
で
、
そ
の
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
と
天
皇
の
真
実
の
意
が
曲
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
や
は
り

天
皇
は
和
親
条
約
を
許
容
出
来
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
史
料
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
和
親
条
約
で
国
体
が
損
な
わ

（
絹
｝

有
言
上
被
仰
出
候
事

儀
者
閏
国
人
心
之
帰
向
二
茂
相
拘
永
世
安
全
難
量
深
被
悩
叡
慮
候
尤
往
年
下
田
開
港
之
条
約
之
趣
二
而
者
御
国
威
難
立
被
思
召
候

且
諸
臣
群
議
ニ
モ
今
度
之
条
約
殊
二
御
国
体
二
拘
後
患
難
測
之
由
言
上
候
猶
三
家
已
下
諸
大
名
へ
も
被
下
台
命
再
応
衆
議
之
上
可

墨
夷
之
事
神
州
之
大
患
国
家
之
安
危
二
係
り
誠
不
容
易
奉
始
神
宮
御
代
々
江
被
為
対
恐
多
被
思
召
東
照
宮
已
来
之
良
法
を
変
革
之

う，



和
親
条
約
は
一
般
的
に
開
港
条
約
と
さ
れ
、
内
容
だ
け
見
れ
ば
日
本
に
害
は
な
い
は
ず
で
あ
る
（
九
条
「
最
恵
国
待
遇
」
は
除
く
）
。

し
か
し
天
皇
は
少
し
で
も
、
こ
れ
ま
で
続
い
た
国
体
、
国
威
の
侵
害
の
恐
れ
が
あ
っ
て
は
「
伊
勢
始
之
処
ハ
恐
縮
不
少
対
先
代
之
御

（
相
）

方
々
不
孝
」
だ
と
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
皇
国
日
本
の
王
と
し
て
、
皇
統
連
綿
と
称
さ
れ
る
万
世
一
系
の
血
統
（
Ⅱ
神
国
思
想
。
天

照
大
御
神
並
び
神
武
帝
か
ら
続
き
、
「
雲
上
」
と
い
う
思
想
と
は
異
な
る
唯
一
の
血
統
）
、
並
び
国
土
、
万
民
の
平
和
の
維
持
が
「
私
の

（
栂
）

代
ヨ
リ
」
崩
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
時
、
天
皇
は
き
っ
と
想
像
を
絶
す
る
程
の
恐
怖
に
駆
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ

和
親
、
通
商
と
条
約
を
拒
否
す
る
援
夷
論
を
掲
げ
、
条
約
許
容
論
の
太
閤
癬
司
と
も
争
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
天
皇
の
撰
夷
論
に
つ
い
て
、
何
故
捜
夷
を
唱
え
た
か
と
い
う
論
点
よ
り
は
、
ど
の
よ
う
な
擬
夷
論
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う

方
に
重
き
を
置
い
た
。
結
論
は
、
天
皇
が
三
国
と
の
和
親
条
約
を
許
容
し
た
と
い
う
通
説
と
天
皇
自
身
が
発
し
た
下
田
条
約
引
き
戻
し

を
も
否
定
し
、
天
皇
の
真
実
の
意
は
条
約
を
結
ぶ
前
の
体
制
で
あ
る
、
鎖
国
体
制
へ
の
復
帰
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

尚
、
本
稿
は
二
○
一
二
年
に
、
文
学
部
に
提
出
し
た
卒
業
論
文
を
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

れ
た
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
国
体
の
変
化
に
抵
抗
し
よ
う
と
す
る
天
皇
の
姿
が
あ
り
、
同
年
十
二
月
三
十
日
の
沙
汰
書

（
灯
）

で
天
皇
が
「
蛮
夷
者
如
叡
慮
相
遠
ヶ
前
々
御
国
法
通
鎖
国
之
良
法
二
可
被
引
戻
」
と
幕
府
に
要
求
し
た
よ
う
に
、
国
体
が
変
化
す
る
以

前
で
あ
る
ペ
リ
ー
来
航
前
の
鎖
国
体
制
（
祖
法
）
に
引
き
戻
す
こ
と
が
、
天
皇
の
真
実
の
意
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
（
下
田
条

約
）
引
き
戻
し
論
は
、
天
皇
の
真
の
考
え
に
あ
ら
ず
、
日
米
和
親
条
約
（
三
国
間
は
勿
論
）
を
本
来
な
ら
ば
許
容
し
た
く
な
い
と
い
う

考
え
が
、
や
は
り
真
の
考
え
で
あ
る
。

お
わ
り
に
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註（
２
）
家
近
凸

（
３
）
家
近
古

（
４
）
佐
々
圭

（
５
）
町
田
、

（
６
）
藤
田
畔

（
７
）
藤
田
》

（
８
）
青
山
市

（
９
）
同
右
。

（
、
）
「
三
条

（
皿
）
「
藤
原

（
吃
）
「
藤
原

（
旧
）
「
藤
原

（
皿
）
徳
川
垂

「
三
条

（
１
）

（
巧
）
「
孝
明
天
皇
紀
」
第
二
平
安
神
宮
一
九
六
七
年
。
七
三
○
～
七
三
一
頁
。

天
皇
の
個
人
的
な
考
え
を
含
ん
だ
と
さ
れ
る
哀
翰
は
、
天
皇
研
究
の
基
礎
史
料
と
な
る
「
孝
明
天
皇
紀
」
全
五
巻
の
中
で
さ
え
も
、
第
二
巻
の
安
政

五
年
正
月
十
七
日
条
「
御
書
を
関
白
藤
原
尚
忠
睡
に
賜
ひ
て
、
時
事
の
叡
慮
を
諭
示
し
給
ふ
」
と
題
し
て
載
る
も
の
が
始
め
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は

史
料
が
な
い
。
（
「
孝
明
天
皇
紀
」
第
二
平
安
神
宮
一
九
六
七
年
。
七
二
五
～
七
二
七
頁
。
）

家
近
良
樹
「
幕
末
の
朝
廷
Ｉ
若
き
孝
明
帝
と
鷹
司
政
通
」
中
央
公
論
社
二
○
○
七
年
．
一
五
三
～
一
五
四
頁
。

家
近
良
樹
「
孝
明
天
皇
と
．
会
桑
」
幕
末
・
維
新
の
新
視
点
」
文
春
新
書
二
○
○
二
年
。
三
九
頁
。

佐
々
木
克
「
幕
末
の
天
皇
・
明
治
の
天
皇
」
講
談
社
学
術
文
庫
二
○
○
五
年
。
二
八
頁
。

町
田
明
広
「
接
夷
の
幕
末
史
」
講
談
社
現
代
新
書
二
○
一
○
年
。
五
二
頁
。

藤
田
覚
「
幕
末
の
天
皇
」
講
談
社
選
瞥
メ
チ
エ
一
九
九
四
年
第
一
刷
発
行
二
○
○
二
年
第
五
刷
発
行
。
一
六
二
～
一
六
三
頁
。

藤
田
覚
「
天
皇
の
歴
史
○
六
巻
江
戸
時
代
の
天
皇
」
講
談
社
二
○
二
年
。
二
九
四
～
二
九
五
頁
。

青
山
忠
正
「
日
本
近
世
の
歴
史
六
明
治
維
新
」
吉
川
弘
文
館
二
○
一
二
年
。
三
一
～
三
三
頁
。

実
万
手
録
」
一
東
京
大
学
出
版
会
一
九
二
五
年
発
行
一
九
七
二
年
澱
刻
。
一
○
三
～
一
○
四
頁
。

「
藤
原
忠
成
公
年
譜
」
七
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
。
三
三
～
三
四
頁
。

「
藤
原
忠
成
公
年
譜
」
七
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
。
三
六
頁
。

「
藤
原
忠
成
公
年
譜
」
七
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
。
三
六
頁
。

徳
川
政
権
下
で
の
朝
廷
は
何
回
か
朝
識
の
形
態
を
変
え
て
い
る
。
特
に
幕
末
は
顕
著
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
箱
石
大
氏
「
安
政
朝
廷
期
に
お
け
る
政

務
機
構
の
改
変
ｌ
「
外
夷
一
件
御
評
議
御
用
」
の
創
設
を
中
心
に
ｌ
」
（
「
国
史
学
」
第
一
四
五
号
、
一
九
九
一
年
）
、
仙
波
ひ
と
み
氏
「
幕
末
に
お

け
る
議
奏
の
政
治
的
浮
上
に
つ
い
て
ｌ
所
司
代
酒
井
と
議
奏
「
三
卿
」
Ｉ
」
（
「
文
化
史
学
」
第
五
七
号
、
二
○
○
一
年
）
、
「
幕
末
に
お
け
る
関
白

ｌ
「
両
役
」
と
天
皇
ｌ
安
政
五
年
「
外
夷
一
件
」
を
め
ぐ
る
「
朝
議
」
を
中
心
に
ｌ
」
（
「
日
本
史
研
究
」
第
四
七
三
号
、
二
○
○
二
年
）
等
に
詳

－
）
い
。
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（
焔
）
「
孝
明

（
Ⅳ
）
同
右
。

（
咽
）
佐
々
一

（
岨
）
「
孝
明

（
釦
）
「
尚
忠

（
劃
）
「
尚
忠

（
躯
）
「
三
条

（
鱒
）
「
三
条

（
型
）
同
右
。

（
お
）
「
三
条

（
妬
）
「
三
条

（
”
）
「
中
山

（
詔
）
「
中
山

（
羽
）
「
三
条

（
釦
）
「
三
条

（
釦
）
「
三
条

（
犯
）
「
三
条

（
咽
）
佐
々
木

「
孝
明

克
「
幕
末
の
天
皇
・
明
治
の
天
皇
」
諦
談
社
学
術
文
庫
二
○
○
五
年
。
三
七
頁
。

（
岨
）
「
孝
明
天
皇
紀
」
第
二
平
安
神
宮
一
九
六
七
年
。
七
七
三
～
七
七
四
頁
。

（
釦
）
「
尚
忠
公
記
和
宮
御
入
城
一
件
附
内
勅
之
事
」
上
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。
二
二
頁
。

（
劃
）
「
尚
忠
公
記
安
政
外
交
一
件
」
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。
二
頁
。

（
躯
）
「
三
条
実
万
手
録
」
一
東
京
大
学
出
版
会
一
九
二
五
年
発
行
一
九
七
二
年
覆
刻
。
二
○
～
二
一
頁
。

（
鱒
）
「
三
条
実
万
手
録
」
二
東
京
大
学
出
版
会
一
九
二
六
年
発
行
一
九
七
二
年
覆
刻
。
九
○
頁
。

（
型
）
同
右
。
「
三
条
実
万
手
録
」
二
東
京
大
学
出
版
会
一
九
二
六
年
発
行
一
九
七
二
年
覆
刻
。
二
二
六
頁
。

（
お
）
「
三
条
実
万
手
録
」
二
東
京
大
学
出
版
会
一
九
二
六
年
発
行
一
九
七
二
年
覆
刻
。
二
二
八
頁
。

（
妬
）
「
三
条
実
万
手
録
」
一
東
京
大
学
出
版
会
一
九
二
五
年
発
行
一
九
七
二
年
覆
刻
。
三
九
九
頁
。

（
”
）
「
中
山
忠
能
履
歴
資
料
」
二
東
京
大
学
出
版
会
一
九
三
三
年
発
行
一
九
七
三
年
覆
刻
。
三
七
頁
。

（
詔
）
「
中
山
忠
能
履
歴
資
料
」
二
東
京
大
学
出
版
会
一
九
三
三
年
発
行
一
九
七
三
年
覆
刻
。
五
六
頁
。

（
羽
）
「
三
条
実
万
手
録
」
一
東
京
大
学
出
版
会
一
九
二
五
年
発
行
一
九
七
二
年
覆
刻
。
三
一
三
頁
。

（
釦
）
「
三
条
実
万
手
録
」
一
東
京
大
学
出
版
会
一
九
二
五
年
発
行
一
九
七
二
年
覆
刻
。
三
三
二
頁
。

（
釦
）
「
三
条
実
万
手
録
」
一
東
京
大
学
出
版
会
一
九
二
五
年
発
行
一
九
七
二
年
覆
刻
。
三
○
三
頁
。

（
犯
）
「
三
条
実
万
手
録
」
一
東
京
大
学
出
版
会
一
九
二
五
年
発
行
一
九
七
二
年
覆
刻
。
三
○
八
頁
。

ま
た
安
政
五
年
に
三
条
実
万
は
、
「
素
ヨ
リ
御
不
本
意
之
義
ハ
申
迄
モ
ナ
ク
関
東
ニ
モ
既
二
下
田
条
約
サ
エ
実
二
御
不
本
意
卜
申
事
跡
ニ
テ
被
仰
進
候

事
二
候
得
者
公
武
其
段
者
御
同
意
之
御
事
卜
思
召
」
し
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
下
田
条
約
承
認
は
も
と
か
ら
不
本
意
で
あ
り
、
（
当
時
の
備
勢
か
ら
止
む

を
得
ず
承
認
し
た
が
）
そ
の
根
底
に
あ
る
真
実
の
意
は
、
公
武
間
で
は
同
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
と
不
満
を
述
べ
る
。
（
「
三
条
実
万
手
録
」
一
東

京
大
学
出
版
会
一
九
二
五
年
発
行
一
九
七
二
年
覆
刻
。
三
二
二
頁
。
）

（
認
）
『
三
条
実
万
手
録
」
一
東
京
大
学
出
版
会
一
九
二
五
年
発
行
一
九
七
二
年
覆
刻
。
三
九
九
頁
。

（
別
）
「
孝
明
天
皇
紀
」
第
二
平
安
神
宮
一
九
六
七
年
。
二
四
一
頁
。

天
皇
紀
」
第
二
平
安
神
宮
一
九
六
七
年
。
七
七
三
～
七
七
四
頁
。
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（
弱
）
天
皇
・
朝
廷
側
は
、
使
節
「
滞
舶
中
彼
是
自
儘
之
所
業
等
有
之
候
ヨ
リ
意
外
之
兵
端
相
開
候
儀
モ
難
計
候
」
と
幕
府
か
ら
再
三
忠
告
さ
れ
、
起
こ
り

兼
ね
な
い
戦
争
（
の
敗
北
）
に
よ
り
、
更
に
国
体
が
汚
さ
れ
る
と
不
安
に
思
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
「
近
衛
家
書
類
」
一
東
京
大
学
出
版
会

一
九
一
九
年
発
行
一
九
六
七
年
覆
刻
。
三
六
七
頁
。
）

（
犯
）
「
藤
原
忠
成
公
年
譜
」
七
宮
内
庁
宮
内
公
文
瞥
館
所
蔵
。
三
三
～
三
四
頁
。

（
訂
）
「
三
条
実
万
手
録
」
二
東
京
大
学
出
版
会
一
九
二
六
年
発
行
一
九
七
二
年
覆
刻
。
八
三
頁
。

（
銘
）
「
東
坊
城
聰
長
卿
公
武
御
用
日
記
」
五
安
政
元
年
ｌ
安
政
五
年
宮
内
庁
瞥
陵
部
所
蔵
。
八
四
頁
。

（
鋤
）
。
縢
忠
香
日
記
抄
」
東
京
大
学
出
版
会
一
九
一
五
年
発
行
一
九
六
七
年
覆
刻
。
二
八
～
二
九
頁
。

（
㈹
）
「
瑛
記
抄
」
（
安
政
五
年
春
夏
秋
冬
四
冊
ノ
内
）
二
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
。
三
六
頁
。

（
似
）
家
近
良
樹
氏
は
、
孝
明
天
皇
は
変
革
を
拒
絶
す
る
保
守
主
義
者
だ
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
佐
々
木
克
氏
は
条
約
引
き
戻
し
と
い
う
よ
う
に
、
各
国
と

結
ん
だ
通
商
条
約
の
解
消
を
目
指
す
も
の
と
述
べ
る
。
（
家
近
良
樹
「
孝
明
天
皇
と
．
会
桑
」
幕
末
・
維
新
の
新
視
点
」
文
春
新
書
二
○
○
二

年
。
四
八
頁
。
佐
々
木
克
「
幕
末
の
天
皇
・
明
治
の
天
皇
」
講
談
社
学
術
文
庫
二
○
○
五
年
。
二
○
頁
。
）

（
枢
）
「
尚
忠
公
記
安
政
外
交
一
件
」
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。
一
六
頁
。

（
偲
）
「
尚
忠
公
記
安
政
外
交
一
件
」
宮
内
庁
替
陵
部
所
蔵
。
二
頁
。

（
“
）
「
三
条
実
万
手
録
」
一
東
京
大
学
出
版
会
一
九
二
五
年
発
行
一
九
七
二
年
澱
刻
。
三
○
七
頁
。

（
妬
）
「
九
条
尚
忠
文
番
」
一
東
京
大
学
出
版
会
一
九
一
六
年
発
行
一
九
七
一
年
覆
刻
。
四
○
～
四
一
頁
。

ま
た
同
じ
趣
旨
で
あ
る
が
、
安
政
五
年
三
月
二
十
日
の
勅
諭
書
に
は
下
線
部
が
「
尤
往
年
下
田
開
港
之
条
約
不
容
易
」
と
な
っ
て
お
り
、
昔
の
「
下

田
開
港
之
条
約
」
Ⅱ
日
米
和
親
条
約
は
容
易
な
ら
な
い
も
の
と
発
言
し
て
い
る
。
（
「
尚
忠
公
記
安
政
外
交
一
件
」
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。
二
頁
。
）

（
妬
）
「
尚
忠
公
記
安
政
外
交
一
件
」
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。
一
五
～
一
六
頁
。

（
灯
）
「
九
条
尚
忠
文
書
」
一
東
京
大
学
出
版
会
一
九
一
六
年
発
行
一
九
七
一
年
覆
刻
。
四
三
頁
。

（
蛤
）
「
孝
明
天
皇
紀
」
第
二
平
安
神
宮
一
九
六
七
年
。
七
二
六
頁
。

同
右
。

家
近
良
樹
氏
は
、
変
化
と
い
う
も
の
に
そ
れ
ほ
ど
の
価
値
を
お
か
な
い
、
あ
る
い
は
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
価
値
を
認
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
当

時
に
あ
っ
て
は
、
天
皇
が
通
商
条
約
の
締
結
に
よ
っ
て
、
何
か
得
体
が
知
れ
な
い
変
化
が
、
こ
の
風
土
に
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
、
そ
れ
を
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忌
み
嫌
っ
た
の
も
無
理
の
な
い
面
が
あ
っ
た
。
そ
れ
も
、
た
と
え
形
式
的
に
せ
よ
、
自
分
が
認
可
す
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
方
向
性
が
般
終
的
に

確
定
す
る
こ
と
へ
の
た
め
ら
い
・
恐
怖
（
そ
こ
に
は
孝
明
天
皇
な
り
の
責
任
感
が
あ
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
）
が
、
通
商
条
約
の
拒
否
に
つ
な

が
っ
た
こ
と
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
述
べ
る
。
（
家
近
良
樹
「
孝
明
天
皇
と
．
会
桑
」
雑
末
・
維
新
の
新
視
点
」
文
春
新
鮮

二
○
○
二
年
。
四
八
頁
。
）

“


